
   
 

 

 

 

 

 

県内の賃金不払残業の是正指導結果 
～平成26年度の是正支払額は３年連続増加の１億4,396万円(過去６年間で最高)～ 
 

滋賀労働局（局長 辻 知之）は、平成 26年度(平成 26年４月～平成 27年３月)に、

管内の労働基準監督署(大津、彦根、東近江)が、賃金不払残業（いわゆるサービス

残業。労働基準法第 37条違反に該当）に当たるとして、不足分の割増賃金を支払

うよう是正指導した事案のうち、１企業で 100万円以上の割増賃金が支払われた

事案の状況を取りまとめましたので、公表します。 
 

【是正指導結果のポイント】 
 
  是正企業数  22企業（前年度と同数）  
  対象労働者数 981人（前年度比 365人減）  
  是正支払額   １億 4,396万円（前年度比 674万円増） 
⇒ 平成 23年度から３年連続で増加し、昨年度から取りまとめ公表を始めた

平成 21年度以降の６年間で最高となりました。 
※ 賃金不払残業の是正結果の推移は別紙１参照。  

  是正支払額の平均額 １企業当たり   654万円（前年度比 30万円増） 
労働者１人当たり 15万円（前年度比５万円増）  

  １企業での最高支払額  6,860万円  
  業種別の状況［上位３業種］ ※ 業種別の詳細は別紙２参照。   
  企業数［22企業］ 

① 製造業     10企業（45.5％） 
② 商 業    ６企業（27.3％） 
③ 保健衛生業  ２企業（ 9.1%）   

  対象労働者数［981人］ 
① 商  業      431人（43.9％） 
② 製造業      408人（41.6％） 
③ 保健衛生業   66人（ 6.7％）  

  是正支払額［１億 4,396万円］ 
① 製造業   9,956万円（69.2％） 
② 商 業   2,282万円（15.9％） 
③ 清掃･と畜業  699万円（ 4.9％） 
＊ （ ）内の割合は小数点第 2位を四捨五入。 

 
滋賀労働局では、引き続き賃金不払残業の防止のための監督指導を重点的に行

っていくとともに、以下の基準等に基づき、使用者が労働者の労働時間を適正に
把握管理することや賃金不払残業の解消を図るため使用者と労働者の双方が主体
的に取り組むことを強く促していきます。 
・労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準 

・賃金不払残業総合対策要綱 

・賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針 
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業種 企業数
対象労働者数

(人)
是正支払額
（万円）

一企業平均額
（万円）

一労働者平均額
（万円）

製造業 10 408 9,956 996 24

建設業 1 1 141 141 141

商業 6 431 2,282 380 5

保健衛生業 2 66 266 133 4

接客娯楽業 1 8 570 570 71

清掃・と畜業 1 28 699 699 25

その他の事業 1 39 482 482 12

計 22 981 14,396 654 15

（注）対象事案は、平成２６年４月から平成２７年３月の間に、定期監督及び申告監督において割増賃金の不払に係る

　　指導の結果、合計１００万円以上の割増賃金の是正支払いがなされたもの。（平均値は、四捨五入している。）

　平成２６年度の賃金不払残業の是正結果

（100万円以上の業種別の詳細）
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